
最終保障供給約款および離島等供給約款の変更概要 1

 最終保障供給は、お客さまを保護する観点から、次の小売電気事業者との契約が開始されるまでの
間、臨時的に電気を供給する契約であるため、東北電⼒の「臨時電⼒」相当の料⾦単価を設定して
おります。

 離島等供給は、電気事業法第21条第3項※に基づき、東北電⼒の標準的な⼩売電気料⾦相当の
料⾦単価を設定しております。

 今回の変更は、東北電⼒が2023年4月から高圧または特別高圧供給の⼩売電気料⾦単価を⾒
直すことに伴い、当社の最終保障供給料⾦単価および離島等供給料⾦単価を変更するものです。

※電気事業法第２１条第３項（離島等供給約款）︓料⾦の水準がその供給区域（離島等を
除く。）において小売電気事業者が⾏う小売供給に係る料⾦の水準と同程度のものであること。

【料⾦単価変更イメージ】
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基本料⾦単価
電⼒量料⾦単価

標準 昼間 夜間

最終保障供給料⾦単価
（ 高 圧 ）の上乗せ額

＋22円44銭
/kW

＋12円21銭
/kWh － －

最終保障供給料⾦単価
（特別高圧）の上乗せ額

＋0円00銭
/kW

＋11円72銭
/kWh － －

離島等供給料⾦単価
（ 高 圧 ）の上乗せ額

＋18円70銭
/kW

＋12円18銭
/kWh

＋12円09銭
/kWh

＋12円34銭
/kWh

離島等供給料⾦単価
（特別高圧）の上乗せ額

＋0円00銭
/kW

＋11円70銭
/kWh

＋11円65銭
/kWh

＋11円77銭
/kWh

（税込）

 現⾏の基本料⾦単価および電⼒量料⾦（従量料⾦）単価に以下の⾦額を上乗せし、最終保障
供給料⾦および離島等供給料⾦（高圧・特別高圧）の単価を⾒直しさせていただきます。

（２）⾒直し後の最終保障供給料⾦および離島等供給料⾦（高圧・特別高圧）
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（３）燃料費調整の⾒直し
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 東北電⼒が燃料費調整について⾒直しを⾏うことから、最終保障供給および離島等供給においても、
当該⾒直しを反映いたします。
① 最新の電源構成等を反映し、基準燃料価格・基準単価等の燃料費調整単価算定の基礎とな

る算定諸元を⾒直し
② これまで燃料費調整に含まれていた離島供給（東北電⼒ネットワークが供給）に係る⽕⼒燃料

費の変動を区分して「離島ユニバーサルサービス調整」として算定
③ 上記に加え、市場価格の変動を調整する仕組みを新たに導入

最終保障供給約款および離島等供給約款の変更概要

燃料費調整額

燃料費調整単価
×

１カ月のご使⽤電⼒量

①算定諸元⾒直し ②離島供給に係る⽕⼒燃料費の
変動を区分

± ±

③新規追加区分

±
離島ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｻｰﾋﾞｽ調整額

離島ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｻｰﾋﾞｽ調整単価
×

１カ月のご使⽤電⼒量

市場価格調整

市場価格調整単価
×

１カ月のご使⽤電⼒量

今までの燃料費調整の範囲（燃料費調整） 新規追加（市場価格調整）

基本
料⾦ ＋ ＋電⼒量料⾦単価

×
１カ月のご使⽤電⼒量

電⼒量料⾦

± 燃料費等調整額

再エネ賦課⾦
再エネ賦課⾦単価

×
１カ月のご使⽤電⼒量

■⾒直しイメージ（離島等供給料⾦）



（３）燃料費調整の⾒直し
4最終保障供給約款および離島等供給約款の変更概要

 下表のとおり燃料費調整単価および離島ユニバーサルサービス調整単価の算定諸元を⾒直します。
■燃料費調整単価

項目 現⾏ ⾒直し後
基準燃料価格 31,400円/kl 85,400円/kl

基準単価
高圧 21銭3厘 21銭3厘

特別高圧 20銭6厘 20銭6厘

換算係数
α（原油） 0.1152 0.0247
β（LNG） 0.2714 0.2573
γ（石炭） 0.7386 0.8912

平均燃料価格＝A×α＋B×β＋C×γ（100円未満四捨五入）
A＝各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格
B＝各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格
C＝各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格

【⾒直しとなる諸元】

【平均燃料価格の算定】

【燃料費調整単価の算定】
平均燃料価格 調整 燃料費調整単価の算定式

85,400円
（基準燃料価格）

85,400円を
上回る場合 プラス調整 （平均燃料価格－85,400円）×

85,400円を
下回る場合 マイナス調整 （85,400円－平均燃料価格）×

基準単価
1,000
基準単価
1,000

※なお、上記諸元については変更となる場合があります。変更となった場合には、弊社ホームページにあらためてお知らせいたします。
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■離島ユニバーサルサービス調整単価

項目 算定諸元

基準燃料価格
全電圧共通 79,300円/kl
上限価格 119,000円/kl

基準単価 全電圧共通 1厘
換算係数 α（原油） 1.0000

離島平均燃料価格＝A×α（100円未満四捨五入）
A＝各離島平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格

【離島平均燃料価格の算定】

【離島ユニバーサルサービス調整単価の算定】

離島平均燃料価格 調整 離島ユニバーサルサービス調整単価の算定式

79,300円
（基準燃料価格）

119,000円を
上回る場合

上限価格にとど
めてプラス調整 （119,000円－79,300円） ×

79,300円を
上回る場合 プラス調整 （離島平均燃料価格－79,300円）×

79,300円を
下回る場合 マイナス調整 （79,300円－離島平均燃料価格）×

【⾒直しとなる諸元】

基準単価
1,000

基準単価
1,000

基準単価
1,000



（４）適⽤開始日

6

 2023年4月１⽇以降の電気料⾦より、⾒直し後の最終保障供給料⾦単価および離島等供給料
⾦単価を適⽤いたします。

3月 4月 5月

計量⽇
（4月N⽇）

計量⽇
（3月N⽇）

現⾏料⾦単価

料⾦⾒直し⽇
（4月1⽇）

新料⾦単価

5月1⽇

計量⽇が毎月１⽇の場合

計量⽇が毎月１⽇以外の場合

電気料⾦

電気料⾦

 基本料⾦・電⼒量料⾦ともに、3月31日までのご使⽤分には現⾏料⾦単価、4月1日以降のご使⽤
分には新料⾦単価を適⽤いたします。

 料⾦算定期間（前月の計量日から当月の計量日の前日まで）が4月1日をまたぐ場合は、日割計
算を⾏います。

＜電気料⾦単価の適⽤イメージ＞

最終保障供給約款および離島等供給約款の変更概要



7最終保障供給約款および離島等供給約款の変更概要
２．料⾦プラン加入の⾒直し

 東北電⼒の料⾦プランの設定状況および離島における加入状況を踏まえ、以下料⾦プランの新規加
入を停止いたします。

新規加入を停止する料⾦プラン

業務⽤蓄熱調整契約、産業⽤蓄熱調整契約、業務⽤電化厨房契約

以上

※現在ご加入中のお客さまは継続いただけます。


